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１.「労働契約法」での主な変更点 

「労働法」から「労働契約法」への主な変更点は、以下のとおりである。 

 中国における労働契約の法整備の状況は、「労働法」において労働契約の原則について定められていたが、2008年1月1日よ

り「労働契約法」が新たに施行されたことにより、中国の労使関係の状況は変革を迎えている。 

  「労働契約法」は、第1条においてその目的を「労働契約制度を完備し、労働契約当事者間の権利と義務を明確化し、労働者

の合法的権益を保護し、安定的な労働関係の形成、発展及び調和を図るため本法を制定する。」と定めており、全般にわたり、

労働者の合法的権益の保護に重点をおいた内容となっている。 

 「労働契約法」の施行は、既に中国に進出している日本企業並びに今後進出を検討している日本企業にとって、少なからず影

響を与える事象であり、現地法人の労務関係の規程類の見直しなど労務リスクの再検討が望まれる。 

 期間の定めのない労働契約とは、労働契約の終了時期を明記してないものをいう。 

 「労働契約法」の制定において、事実上、企業に大きな影響を与えることが予測されるものは、上述した、「期間の定めのない労

働契約」である。「旧労働法」において規定されていた「期間の定めのない労働契約」であるが、「労働契約法」においては、以下の

ような、一定の場合に企業に、「期間の定めのない労働契約」の締結を義務付けているのが大きなポイントと考えられる。 

  ■ 労働者が当該雇用単位に継続して満10年以上勤続している場合 

  ■ 使用者が初めて労働契約制度を実行又は国有企業が労働契約を新たに締結する場合において、労働者が継続して満10

年以上勤続し、かつ法定の定年退職年齢まで10年に満たない場合 

  ■ 原則、連続2回にわたり期間の定めのある労働契約を締結した場合   

 また、労働者の勤務開始から1年以内に、書面による労働契約を締結しない場合には、「期間の定めのない労働契約」を締結し

たものとみなされると定められている。 

 なお、30日前に通知し、1月分の賃金を支払うことで、労働者を解雇をすることができる一定の場合についても定めているが、 

企業にとっては、安易な人員削減は行いにくくなったことは事実である。   

2.期間の定めのない労働契約に関する事項 

労働契約の成立 労働契約の有無に関わらず、労働関係の成立時期が、労働者が勤務を開始した日から成立

することとなり、原則として、労働契約は書面で結ばなければならない。 

また、労働者を募集する際に、業務内容、条件、場所、業務上の危険等についての、告知義

務が規定されている。 

労働契約の種類 労働契約は、「期間の定めのある労働契約」、「期間の定めのない労働契約」、「一定の業務

の完了を期限とする労働契約」に区分され、「期間の定めのない労働契約」の締結が要求さ

れる場合が明文化された。 

試用期間、違約金 「労働法」においては各使用者の裁量の幅が大きかった、試用期間、違約金について明文化

された。 

労働契約の解除 使用者側あるいは労働者側からの労働契約が解除できる事項など、労働契約解除に関する

事項が詳細に明文化された。 

派遣・パート 「労働契約法」に制定により、労務派遣、パートタイム（非全日制）といった、労働契約形態が、

明文化された。 

３.労働契約法の全文訳 

 「労働契約法」の日本語訳（仮訳）を、次ページ以下に掲載する。 

 （留意事項）掲載内容は、掲載時点における情報であり、その後の法令等の改正によっては、実際の取扱いが掲載内容とは異なるおそれがあることをご理解下さい。 

          また、この情報を参考にされ、何らかの意思決定をされる場合は、必ず信頼できる専門家の助言を受けた上で実施していただきますようお願いいたします。 



中華人民共和国労働契約法 

 

（2007 年 6 月 29 日第 10 回全国人民代表大会常務委員会第 28 回会議通過） 
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第一章 総則 

 

（目的） 

第１条 労働契約制度を完備し、労働契約当事者間の権利及び義務を明確化し、労働者の

合法的権益を保護し、安定的な労働関係の形成、発展及び調和を図るため本法を制定す

る。 

 

（適用の範囲） 

第２条 中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民営非企業単位などの組織（以下、「使

用者」という）と労働者が労働関係を確立し、労働契約の締結、履行、変更、解除、又は

終了する場合は、本法を適用する。 

２ 国家機関、事業単位、社会団体及びこれらと労働契約関係を確立する労働者が労働契

約の締結、履行、変更、解除又は終了する場合も、本法に基づき執行する。 

 

（労働契約の締結及び効果） 

第３条 労働契約の締結は、合法的に、公平に、平等に、自由意思に基づき、協議により

合意し、誠実信用の原則に基づき行わなければならない。 

２ 法により締結された労働契約は拘束力を有し、使用者及び労働者は労働契約約定の義

務を履行しなければならない。 

 

（使用者の義務） 

第４条 使用者は法により、労働者が労働権利を享受することを保障し、労働義務を履行

するための労働規則制度を確立及び完備しなければならない。 

２ 使用者は労働報酬、労働時間、休憩･休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労

働規律及び労働定額管理等、労働者の切実な利益かかわる規則制度又は重大事項を制定、

改訂又は決定する場合には、従業員代表大会又は従業員全員との討論を通じ、草案と意

見を提出し、労働組合又は従業員代表と平等に協議のうえ合意して確定しなければなら

ない。 

３ 労働組合又は従業員は、規則制度及び重大事項を決定、実施する過程において、それ

らが不適切であると判断した場合には、使用者に提出し、協議のうえ合意して改訂完備す

る権利を有する。 

４ 使用者は労働者の切実な利益に直接かかわる規則制度及び重大事項の決定を公示し、

又は労働者に告知しなければならない。 
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（労働行政部門の役割） 

第５条 県級以上の地方人民政府の労働行政部門は、労働組合及び企業代表と共同で、健

全な労働関係を調整する規制を確立し、労働関係にかかわる重大問題を共同で検討、解決

するものとする。 

 

（労働組合の機能） 

第６条 労働組合は、労働者が使用者との労働契約の締結と履行を支援、指導しなければ 

ならない。また使用者と集団で協議を行う機能を確立し、労働者の合法権益を擁護しなけ

ればならない。 

 

第二章 労働契約の締結 

 

（労働契約の開始） 

第７条 使用者は労働者と業務開始の日から労働関係を確立する。使用者は、調査に備え、

従業員名簿を作成しなければならない。 

 

（契約時の使用者の義務） 

第８条 使用者は、労働者を採用する際は、事実に従い労働者に業務内容、業務条件、業

務場所、職業上の危険、安全生産状況、労働報酬、及び労働者が要求したその他の情報を

告知しなければならない。使用者は労働契約に直接関係する労働者の基本状況を調べる権

利を有し、労働者はそれに対して、事実に従い説明しなければならない。 

 

（労働者の身分証明書等の差し押さえの禁止） 

第９条 使用者は労働者を採用する際に、労働者の身分証明書や他の証明書を差し押さえて

はならない。労働者に担保の提供又はその他の名義で財貨を要求してはならない。 

 

（書面による労働契約） 

第１０条 労働関係を確立する場合は、労働契約を書面により締結しなければならない。 

２ 労働関係を確立したが、書面により労働契約を締結していない場合には、勤務開始の

日から 1ヶ月以内に、書面で労働契約を締結しなければならない。 

３ 使用者が、労働者と勤務開始の日より前に労働契約を締結した場合には、労働関係は

勤務開始の日から確立される。 

 3



 

（報酬の明らかでないものの報酬） 

第１１条 使用者は勤務開始と同時に労働契約を締結していない場合又は労働者との労働

報酬を明確していない場合には、新採用の労働者の報酬は、集団契約規定の標準に照らし

て支給する。集団契約が存在しない又は集団契約に報酬の定めのない場合は、同一の労働

に対しては同一の報酬を支払う。 

 

（労働契約の種類） 

第１２条 労働契約は、「期間の定めのある労働契約」、「期間の定めのない労働契約」又は

「一定の業務の完了を期限とする労働契約」に区分される。 

 

（期間の定めのある労働契約） 

第１３条 期間の定めのある労働契約とは、使用者と労働者が労働契約の終了時期を明記

するものをいう。 

２ 使用者は労働者と協議のうえ合意し、期間の定めのある労働契約を締結することがで

きる。 

 

（期間の定めのない労働契約） 

第１４条 期間の定めのない労働契約とは、使用者と労働者が労働契約の終了時期を明記

してないものをいう。 

２ 使用者は労働者と協議のうえ合意し、期間の定めのない労働契約を締結することがで

きる。以下に揚げる事由に一つでも該当し、労働者が、労働契約の締結又は更新を申し出

る場合、又はこれに同意する場合には、労働者が期間の定めのある労働契約の締結を申し

出た場合を除き、期間の定めのない労働契約を締結しなければならない。 

（一） 労働者が当該使用者に継続して満 10 年以上勤続している場合 

（二） 使用者が初めて労働契約制度を実行、又は国有企業が労働契約を新たに締結する

場合において、労働者が継続して満 10 年以上勤続し、かつ法定の定年退職年齢まで

１０年に満たない場合 

（三） 連続２回にわたり期間の定めのある労働契約を締結し、かつ、労働者が本法３９

条及び４０条第１号又は第２号に定める事由に該当せず、労働契約を更新する場合 

３ 使用者が、勤務開始の日から１年以内に労働者と書面による労働契約を締結してない

場合に、労働者と期間の定めのない労働契約を締結しているものとみなす。 
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（一定の業務の完了を期限とする労働契約） 

第１５条 一定の業務の完了を期限とする労働契約とは、使用者と労働者が一定の業務の

完了を以って契約期間とする労働契約という。 

２ 使用者は労働者と協議のうえ合意し、一定の業務の完了を期限とする労働契約を締結

することができる。 

 

（労働契約の成立） 

第１６条 労働契約は、使用者と労働者が協議のうえ合意し、使用者と労働者が契約に署名

又は捺印することにより成立する。 

２ 労働契約書は、使用者と労働者が各自１部ずつ保有する。 

 

（労働契約書の記載事項） 

第１７条 労働契約には、以下に揚げる条項を含めなければならない 

（一） 使用者の名称、住所及び法定代表者又は主な責任者 

（二） 労働者の氏名、住所、住民身分証、又はその他有効である身分証明書類の番号 

（三） 労働契約期間 

（四） 業務内容及び業務場所 

（五） 労働時間と休憩･休暇 

（六） 労働報酬 

（七） 社会保険 

（八） 労働保護、労働条件及び職業上の危害防護 

（九） 法律、法規規定により記載されるべきその他の事項 

２ 労働契約には前項に掲げる必要事項のほかに、使用者と労働者は、試用期間、研修、

秘密保持、補充保険及び福利待遇等、その他の事項を約定することができる 

 

（労働契約における報酬規定等の不備） 

第１８条 労働契約において労働報酬及び労働条件等の標準に関する約定が不明確であり、

争いが生じた場合に、使用者と労働者は、あらためて協議を行うことができる。協議が不

成立の場合には、集団契約の定めを適用する。集団契約が存在しない又は集団契約に報酬

の規定がされていない場合には、同一の労働に対しては、同一の報酬を適用する。集団契

約が存在しない、又は集団契約に労働条件等の標準が規定されていない場合には、国家の

関係規定を適用する。 
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（試用期間の期間制限） 

第１９条 労働契約期間が 3 ヶ月以上 1 年未満の場合には、試用期間は 1 ヶ月を超えては

ならず、労働契約期間が 1年以上 3年未満の場合には、試用期間は 2ヶ月を超えてはなら

ず、3年以上の期間の定めのある労働契約又は期間の定めのない労働契約の場合には、試

用期間は 6ヶ月を超えてはならない。 

２ 同一の使用者は、同一労働者と一度に限り試用期間を約定できる。 

３ 一定の業務の完了を期限とする労働契約又は契約期間が 3 ヶ月未満の場合には、試用

期間を定めてはならない 

４ 試用期間は労働契約の期間に含まれ、労働契約において試用期間のみ約定している場

合には、試用期間は成立せず、当該期間は労働契約期間となる。 

 

（試用期間の賃金制限） 

第２０条 試用期間の労働者の賃金は、当該使用者の同じ職務の最低賃金、又は労働契約

の約定する賃金の 80％を下回ってはならず、使用者所在地の最低賃金標準下回ってはな

らない。 

 

（試用期間中の労働契約の解除） 

第２１条 試用期間中において、労働者が本法第３９条と第４０条第１項、第２項に規定

する状況に該当する場合を除き、使用者は労働契約を解除することができない。使用者は、

試用期間中に労働契約を解除する場合には、労働者に理由を説明しなければならない。 

 

（労働者の育成） 

第２２条 使用者は、労働者に職業研修の費用を提供し、専門的な技術研修を実施する場

合には、労働者と合意書を締結でき、サービス期間を約定することができる。 

２ 労働者は、サービス期間に係る約定事項に違反した場合には、約定に従い使用者に違

約金を払わなければならない。違約金の金額は、使用者が、提供した研修の費用を超えて

はならない。使用者が、要求できる違約金の金額は、サービス期間に履行しなかった部分

の分担しなければならない研修費用を超えてはならない。 

３ 使用者は、労働者とサービス期間を約定した場合には、正常な賃金調整機能に従い、

サービス期間に労働者の労働報酬を向上することに影響を及ぼさない。 
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（秘密保持） 

第２３条 使用者と労働者は、労働契約において、使用者の商業秘密保持と知的財産権に

関する秘密保持事項について秘密を保持することを定めることができる。 

２ 使用者は、秘密保持義務を負う労働者に対して、労働契約又は秘密保持合意書の中に

競業制限条項を定めることができる。約定の解除又は労働契約の終了後、競業制限期間内

は月毎に労働者に経済補助を提供する。労働者が競業制限条項に違反した場合、約定に従

い、使用者に違約金を払わなければならない。 

 

（競業の避止等） 

第２４条 競業制限の対象となる人員は、使用者の高級管理職、高級技術員その他秘密保

持義務がある人員に限られる。競業制限の範囲、地域及び期限は、使用者と労働者が約定

することができ、競業制限の約定は法律、法規に違反してはならない。 

２ 労働契約を終了又は解除した後に、前項に規定する人員が当該使用者と同種の製品を

生産し又は経営し、もしくは競業を行う他の使用者に就職すること、又は自ら開業し、同

種の製品を生産し又は経営する、もしくは同種の業務に従事することにかかる競業制限の

期間は二年を超えてはならない。 

 

（違約金の禁止） 

第２５条 本法第２２条及び第２３条に定める場合を除き、使用者は、労働者と労働者が

違約金を負担することを定めてはならない。 

 

（労働契約の無効事由） 

第２６条 以下に揚げる事由に一つでも該当する労働契約は、無効、又は一部無効である。 

（一） 詐欺、脅迫又は弱みに付け込む等の手段により、相手方の真実の意思に反した状

況に締結又は変更した労働契約 

（二） 使用者が自らの法的責任を免除し、労働者の権利を排除した場合 

（三） 法律に違反、又は行政法規の強行規定に違反した場合 

２ 労働契約の無効又は部分無効の争議がある場合には、労働争議仲裁機関又は人民法院

が確認する。 

 

（労働契約の部分無効） 

第２７条 労働契約に一部無効がある場合に、無効部分が、その他の部分に影響を及ぼさ

ない場合には、当該その他の部分は、なお有効である。 
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（労働契約が無効の場合の労働報酬） 

第２８条 労働契約の無効が確認された場合において、すでに労働者が労働を提供してい

る場合には、使用者は、労働者に報酬を支払わなければならない。報酬の金額は当該使

用者の同等又は類似する労働者報酬を参照とする。 

 

 

第三章 労働契約の履行及び変更 

 

（労働契約の履行） 

第２９条 使用者と労働者は労働契約の約定に従い、全面的に各自の義務を履行しなければ

ならない。 

 

（使用者の労働報酬を支払う義務等） 

第３０条 使用者は労働契約の約定及び国の規定に従い、労働者に全額の労働報酬を支払

わなければならない。 

２ 使用者が報酬の遅配又は、労働者に全額の報酬を支払わない場合には、労働者は法律

により、当地の人民法院に支払令を申請することができ、人民法廷は、法律に従い、支

払令を下さなければならない。 

 

（使用者の時間外労働に関する義務等） 

第３１条 使用者は、労働定額標準を厳格に遵守しなければならない、労働者に強制的又

は別の形で時間外労働を強要してはならない。時間外労働がある場合には、国家の関係

規定に従い、労働者に時間外労働手当を支払わなければならない。 

 

（労働者の安全の確保） 

第３２条 労働者が、使用者の管理者の違反指揮、危険作業の強制命令に対して、拒否し

た場合でも、労働契約違反とはみなされない。 

２ 労働者は、生命の安全及び身体の健康を脅かす労働条件に対して、使用者に批評、告

発及び告訴する権利を有する。 

 

（使用者の名称等の変更） 

第３３条 使用者が、名称、法定代表者、主要な責任者又は投資者等の事項を変更する事

は、労働契約の履行に影響を与えない。 
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（使用者の組織変更） 

第３４条 使用者に合併、又は分割等の状況が生じた場合においても、元の労働契約は、

なお有効であり、労働契約の権利と義務を承継する使用者が履行する。 

 

（労働契約の変更） 

第３５条 使用者と労働者は、協議により合意した場合、労働契約の内容を変更すること

ができる。変更は書面で行うべきである。 

２ 変更された労働契約書は、使用者と労働者が各自１部ずつ保有する。 

 

 

第四章 労働契約の解除及び終了 

 

（労働契約の解除） 

第３６条 使用者と労働者は、協議により合意した場合、労働契約を解除することができ

る。 

 

（労働契約の解除の通知） 

第３７条 労働者は 30 日以内に、書面で使用者に通知し、労働契約を解除することができ

る。試用期間にある場合には、3日前に使用者に通知し、労働契約を解除することができ

る。 

 

（労働者からの労働契約の解除の事由 1） 

第３８条 以下に揚げる事由に一つでも該当する場合には、労働者は労働契約を解除する

ことができる。 

（一） 労働契約の約定の従い、労働保護又は労働条件を提供しない場合 

（二） 労働報酬の全額を遅配した場合 

（三） 法による労働者の社会保険料を納付しない場合 

（四） 使用者の規章規定が法律、法規の規定に違反し、労働者の権益を害する場合 

（五） 本法第２６条第１項に規定する状況で労働契約が無効となる場合 

（六） 法律、行政法規規定に従い、労働者が、労働契約を解除できるその他の事由のあ

る場合 

２ 使用者は、暴力、脅迫又は心身の自由を不法的手段でもって拘束し、労働を強要する

又は使用者の規則に違反した指揮、危険作業の強制命令の執行で身体健康を脅かす状況

がある場合には、労働者は、事前に使用者に通知することなく、直ちに労働契約を解除

することができる。 
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（使用者からの労働契約の解除の事由） 

第３９条 以下に揚げる事由に一つでも該当する場合には、使用者は労働契約を解除する

ことができる。 

（一） 試用期間中に、雇用条件に不適格であると証明された場合 

（二） 使用者の規定する規則に著しく違反した場合 

（三） 著しい職務怠慢、不正に自己の利益を図り、使用者の利益に著しい損害を与えた

場合 

（四） 労働者が同時に他の使用者と労働関係を締結し、当該単位の業務の完了に対して

重大な影響を与えた場合、又は使用者にこれの警告を受け、是正をしない場合 

（五） 本法の第２６条第１項第１号に規定する状況で労働契約が無効となる場合 

（六） 法により刑事責任を追及された場合 

 

（使用者からの労働契約の解除の事由 2） 

第４０条 以下に揚げる事由に一つでも該当する場合には、使用者は 30 日前までに、労働

者本人に書面により通知し、又は定額以外の 1 ヶ月の賃金を支払うことで労働契約を解

除することができる。 

（一） 労働者の病気・疾患、又は業務外における負傷し、所定の治療期間満了後、元の

業務に従事することができず、使用者が別途手配した業務にも従事することができ

ない場合 

（二） 労働者が任務に耐えることができず、職業訓練又は配置転換後も、任務に耐えるこ

とができない 

（三） 労働契約の締結時に根拠とした客観的状況に重大な変化が生じ、労働契約の履行が

不可能になり、使用者は労働者との協議後も、労働契約変更について合意に達しない

場合 

 

（使用者からの労働契約の解除の事由 3） 

第４１条 20 人以上の人員削減を行う場合、又は 20 人未満の人員削減であっても従業員総

数の 10％以上を占める人員削減が明らかに必要な場合は、以下に揚げる事由に一つでも

該当する場合には、30 日前までに労働組合又は全従業員に状況を説明し、労働組合、又

は従業員の意見を聴取した後、人員削減方案を労働行政部門へ報告し、人員削減を行う

ことができる。 

（一） 企業破産法に従い、再建を行う場合 

（二） 生産、経営に重大な困難が生じた場合 

（三） 会社の産業の転換、重大な技術革新、又は経営方式に調整があり、労働契約が変

更され、なお人員削減を行う必要がある場合 
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（四） その他労働契約締結時に根拠とした客観的状況に重大な変化が生じ、労働契約の履

行が不可能になった場合 

２ 人員を削減する場合には、以下に掲げる人員を優先的に解雇せず雇用しなければなら

ない。 

（一） 当該使用者と長期間の期間の定めのある労働契約を結ぶもの 

（二） 当該使用者と期間の定めのない労働契約を結ぶもの 

（三） 家庭内の他の就業者がおらず、扶養する老人及び未成年者がいるもの 

３ 使用者が本条第１項規定に従い、人員を削減した後、6ヶ月以内に人員を募集する場合

に、削減された人員に通知しなければならない、かつ、同等の条件のもとで削減された

人員を優先的に募集・採用しなければならない。 

 

（使用者からの労働契約の解除が禁止される事由） 

第４２条 労働者に以下に揚げる事由に一つでも該当する場合には、使用者は本法第４０

条、又は第４１条の規定による労働契約の解除をしてはならない。 

（一） 職業病の危険が伴う業務に従事した労働者が、退職前に職業健康診査を受けず、

又はその危険がありうる病人が診断、又は医療観察期間内の場合 

（二） 本単位で職業病、又は労働災害による負傷のため、労働能力の喪失、又は一部喪

失が確認された場合 

（三） 疾病、職業外での負傷により所定の治療期間内にある場合 

（四） 女子従業員が妊娠、出産、又は授乳期間にある場合 

（五） 本使用者において勤続１５年を満たし、法定の定年退職年齢まで５年に満たない

場合の場合 

（六） 法律、行政法規に規定するその他の事由 

 

（使用者からの労働契約の解除の際の義務） 

第４３条 使用者が一方的に労働契約を解除する場合には、事前に理由を労働組合に通知

しなければならない。使用者が法律、行政法規規定又は労働契約の約定に違反する場合

には、労働組合は、訂正を要求する権利を有する。使用者は、労働組合の意見を検討し、

書面で労働組合に検討した結果を通知しなければならない。 

 

（労働契約の終了） 

第４４条 以下に揚げる事由に一つでも該当する場合には、労働契約が終了する。 

（一） 労働契約期間の満了 

（二） 労働者が法により基本養老保険待遇を受け始めた場合 

（三） 労働者が死亡、又は人民法院により死亡又は失踪を宣告された場合 

（四） 使用者が法に従い、破産を宣告された場合 
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（五） 使用者が、営業許可証を取り消され、廃業、撤回又は使用者が予定の期限より前に

解散を決定した場合 

（六） 法律、行政法規に規定するその他の事由 

 

（労働契約の延長を要求される事由） 

第４５条 労働契約期間満了時に、本法第４２条に規定する事由に一つでも該当する場合

には、労働契約は相応する事由が消失するまで延長しなければならない。ただし、本法

第４２条第２項に規定するように、労働能力の喪失又は労働能力の一部を喪失した労働

者の労働契約の終了は、国の労災保険に関する定めに従い執行する。 

 

（経済補償） 

第４６条 以下に揚げる事由に一つでも該当する場合には、使用者は労働者に経済補償を

支払わなければならない。 

（一） 労働者が本法第３８条に規定に従い、労働契約を解除する場合 

（二） 使用者が本法第３６条に規定に従い、労働者に契約の解除を提出し、労働者と協

議により合意し、労働契約を解除する場合 

（三） 使用者が本法第４０条に従い、労働契約を解除する場合。 

（四） 使用者が本法第４１条第１項に従い、労働契約を解除する場合 

（五） 使用者が、同一の労働条件、又はより高い条件で労働契約の延長を申し出、労働

者がこれに応じない場合を除き、本法第４４条第１号に規定に従い、期間の定めの

ある労働契約を終了する場合 

（六） 本法第４４条第４号、第５号に規定に従い、労働契約を終了する場合 

（七） 法律、行政法規に規定するその他の事由 

 

（経済補償の算定の基礎） 

第４７条 経済補償は、労働者の当該使用者での勤続年数に基づき、１年つきに１ヶ月賃

金を標準として労働者に支払う。６ヶ月以上１年未満の期間のある場合には、１年とし

て計算し、６ヶ月未満の場合には、労働者に半月の賃金を経済補償として支払う。 

２ 労働者の月給が、当使用者が所在している直轄市、区の設ける市級人民政府が公表する

当該地区の前年度の平均月給の３倍を超える場合には、支払う経済補償の金額は、当該平

均月給の３倍の金額を標準に支払い、経済補償の対象期間は１２年を越えない。 

３ 本条にいう月給とは、労働契約の解除、又は終了前の１２ヶ月の平均賃金をいう。 
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（違法な労働契約の解除等） 

第４８条 使用者が、本法の規定に違反して労働契約を解除又は終了し、労働者が労働契

約の継続履行することを要求した場合には、使用者は労働契約を履行しなければならな

い。労働者は労働契約履行要求しない又は、継続履行することができない場合には、使

用者は本法第８７条に規定に従い賠償金を支払わなければならない。 

 

（地区間の転移・継続制度） 

第４９条 国は、対策を採り、健全な労働者社会保険関係の地区間の転移・継続制度を確

立する。 

 

（労働契約の解除又は終了の証明等） 

第５０条 使用者は、労働契約を解除又は終了すると同時に、労働契約の解除又は終了の

証明を発行しなければならない、１５日以内に、社会保険関係の保存書類の転移手続を

処理しなければならない。 

２ 労働者は双方の約定の従い、仕事の引継ぎを行わなければならない。使用者は本法の

規定に従い、引継ぎ処理と同時に、労働者に経済補償を支払わなければならない。 

３ 使用者は調査の備えに、解除、又は終了した労働契約書を少なくとも２年間は保存す

る。 

 

 

第五章 特別規定 

 

第一節 集団契約 

 

（集団契約） 

第５１条 企業従業員側は使用者と平等な協議を経て、労働報酬、労働時間、休息・休暇、

労働安全衛生、保険福利等の事項について集団契約を締結することができる。集団契約

の草案は、従業員代表大会、又は従業員全員に提出し、討議の上で採用しなければなら

ない。 

２ 集団契約は、労働組合が企業従業員側を代表して、使用者と締結する。労働組合を設

置していない使用者においては、上級労働組合の指導を受け、従業員が選出した代表が

使用者との間で集団契約を締結する。 
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（細目の異なる集団契約） 

第５２条 企業従業員側は、使用者と労働安全衛生、女子従業員の権益保護、賃金調整メ

カニズム等、細目の異なる集団契約を締結できる。 

 

（業界性集団契約、地域性集団契約） 

第５３条 県級以下の地域においては、建築業、採鉱業、飲食サービス業等の業界は、労

働組合が、企業側代表と業界性集団契約又は地域性集団契約を締結できる。 

 

（集団契約の効力） 

第５４条 集団契約を締結後、集団労働契約書を労働行政部門に提出すしなければならず、

労働行政部門が、集団契約書を受領した日から１５日以内に、異議を申し立てしない場

合には、集団契約が直ちに効力を生じる。 

２ 適法に締結した集団契約は、使用者及び全従業員に対し、拘束力を有する。業界性集

団契約、地域性集団契約は当該地域の業界、同一地域の使用者及び労働者に対して拘束

力を有する。 

 

（集団契約における報酬等） 

第５５条 集団契約における労働報酬及び労働条件等の標準は、当地の人民政府の最低標

準を下回ってはならない。使用者と労働者が、締結した労働契約における労働報酬及び

労働条件等の標準は、集団契約の規定の標準を下回ってはならない。 

 

（集団契約の保護） 

第５６条 使用者が集団契約に違反し、従業員の労働権益を侵した場合には、労働組合は

法に従い、使用者に引責請求を行うことができる。集団契約の履行の際に争議が起こっ

て、協議により解決できない場合には、労働組合は法に従い仲裁申請の訴訟を起こすこ

とができる。 

 

 

第二節 労務派遣 

 

（労務派遣機関の資本金要件） 

第５７条 労務派遣機関は、会社法に関連規定に従い設立しなければならない。登録資本

金は５０万元を下回ってはならない。 
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（労務派遣機関の義務等） 

第５８条 労務派遣機関は本法にいう使用者であり、使用者と労働者の義務を履行しなけ

ればならない。労務派遣機関と派遣労働者が締結する労働契約には、本法第１７条の規

定事項の他に、派遣された労働者が勤務する使用者及び派遣期間、業務職種等の状況も

明確に記載しなければならない。 

２ 労務派遣機関は、派遣労働者と２年以上の期間の定めのある労働契約を締結し、月毎

に労働報酬を支払わなければならない。派遣労働者が派遣されてない期間にある場合に

は、派遣労働単位は、当所在地の人民政府が規定する最低賃金標準に従い、月毎に労働

報酬を支払うべきである。 

 

（労務派遣における報酬の支払い等） 

第５９条 労務派遣機関が、労働者を派遣する場合には、労務派遣形式で労働者を受け入

れる使用者（以下「派遣先」という）と労務派遣合意書を締結しなければならない。労務

派遣合意書に派遣職種、人員数、派遣期間、労働報酬及び社会保険料の金額及びその支払

方法並びに合意書に違反した場合の責任を約定しなければならない。 

２ 派遣先は、実際の派遣業務の需要に応じて派遣期間を決定しなければならない、連続

する派遣期間を分割した短期労務派遣合意書として約定してはならない。 

 

（派遣合意書の告知） 

第６０条 労務派遣機関は、派遣合意書の内容を派遣労働者に告知しなければならない。 

２ 労務派遣機関は、労働派遣合意書に約定する労働者の労働報酬から控除してはならない。 

３ 労務派遣機関及び派遣先は、派遣労働者から派遣費用を収受してはならない。 

 

（労務派遣の労働報酬等の標準） 

第６１条 労務派遣機関が、別地域へ労働者を派遣する場合には、派遣労働者が享受する

労働報酬及び労働条件は、派遣先の所在地の標準に従い執行する。 

 

（派遣先の義務） 

第６２条 派遣先は以下に揚げる義務を履行しなければならない。 

（一） 国の労働基準に従い、相応の労働条件と労働保護を提供すること 

（二） 派遣労働者に対し、業務上の要求及び労働報酬を告知すること 

（三） 残業手当、賞与を支払い、業務職種に関する福利待遇を提供すること 

（四） 被派遣中の派遣労働者に対し、業務職種に必要な研修を行うこと 

（五） 連続して業務にあたらせる場合には、派遣労働者に賃金調整体制を実施すること 

２ 派遣先は、派遣労働者を他の派遣先に再派遣してはならない。 
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（派遣労働者の報酬における権利） 

第６３条 派遣労働者は、派遣先における、同一の労働に対しては、同一の報酬を受ける

権利を有する。派遣先に同種の労働に従事する労働者がいない場合には、当該所在地の同

一、又は類似の労働者の報酬を参照して確定する。 

 

（派遣労働者の労働組合参加権等） 

第６４条 派遣労働者は、自らの合法的権益を保護するため、労務派遣機関又は派遣先に

おいて法により労働組合に参加又はこれを組織することができる。 

 

（労務派遣における労働契約の解除） 

第６５条 派遣労働者は、本法第３６条、第３８条の規定に従い、労務派遣機関と労働契

約を解除することができる。 

２ 派遣労働者に本法第３９条、又は第４０条第１項若しくは第２項に規定する状況があ

る場合には、派遣先は、派遣労働者を労務派遣機関に帰還させることができ、労務派遣機

関は本法の規定に従い、派遣労働者と労働契約を解除することができる。 

 

（労務派遣の適する業務職種） 

第６６条 労務派遣は、通常、臨時的、補助的、又は代替的な業務職種において実施され

る。 

 

（労務派遣機関の制限） 

第６７条 使用者は、労務派遣機関を設立し、当該単位又は所属単位に派遣労働者を派遣

してはならない。 

 

第三節 パートタイム雇用 

 

（パートタイム雇用） 

第６８条 パートタイム雇用とは、時間単位で賃金を計算することを主とし、労働者が同

一使用者での労働時間は４時間を超えず、週の労働時間が２４時間を超えない雇用形式

をいう。 

 

（パートタイム雇用契約の締結） 

第６９条 パートタイム雇用の当事者双方は、口頭にて合意を締結することができる。 

２ パートタイム雇用の労働者は、１つ又は１つ以上の使用者と労働契約を締結できる。

ただし、後に締結する契約は、先に締結した労働契約の履行に影響を与えてはならない。 
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（パートタイム雇用における試用期間の禁止） 

第７０条 パートタイム雇用を利用の当事者双方は、試用期間を約定してはならない。 

 

（パートタイム雇用における労働契約の終了の特則） 

第７１条 パートタイム雇用の当事者双方は随時、相手方に通知することにより、労働契

約を終了できる。労働契約を終了した場合、使用者は、労働者に経済補償を支払わない。 

 

（パートタイム雇用における最低賃金等） 

第７２条 パートタイム雇用の１時間あたりの報酬標準は、使用者が所在地の人民政府が

規定する最低時間賃金標準を下回ってはならない。 

２ パートタイム雇用の労働報酬精算の支払周期は、１５日を越えてはならない。 

 

 

第六章 監督検査 

 

（監督検査） 

第７３条 国務院労働行政部門は、全国の労働契約制度実施を監督管理する責任を負う。 

２ 県級以上の地方人民政府労働行政部門は、当該行政区域内の労働契約制度の実施を監

督管理する責任を負う。 

３ 県級以上の各級の人民政府労働行政部門は、労働契約制度の実施を監督管理業務にお

いて、労働組合、企業側代表及び関連する産業の主管部門の意見を聴取しなければなら

ない。 

 

（労働行政部門による監督検査） 

第７４条 県級以上の地方人民政府労働行政部門は法により以下に揚げる労働契約制度の

実施状況の監督・検査を行う。 

（一） 直接、労働者の切実な利益にかかわる規則制度の使用者の制定の執行状況 

（二） 使用者と労働者による労働契約の締結及び解除の状況 

（三） 労務派遣機関及び派遣先による労務派遣関連規定の遵守状況 

（四） 使用者による労働時間及び休息休暇に関する国の規定の遵守状況 

（五）  使用者による労働契約に従う報酬の支払及び最低賃金標準の遵守状況 

（六） 使用者による各社会保険に加入及び社会保険の納付状況 

（七） 法律法規が定めるその他の労働監察事項 
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（監督検査の権利及び義務） 

第７５条 県級以上の地方人民政府労働行政部門は、監督検査を実施する場合には、労働

契約又は集団契約の関連資料を査閲する権利を有し、労働場所の実地検査を行う権利を

有する。使用者及び労働者は真実に従いに関連する状況及び資料を提供しなければなら

ない。 

２ 労働行政部門の検査員は、監督監査を執行する際は、証明書を提示し、法により職権

を行使し、適切に法を執行しなければならない。 

 

（その他の人民政府主管部門による監督検査） 

第７６条 県級以上の各級人民政府の建設、衛生、安全生産監督管理等の関係主管部門は、

各自の職責の範囲内で、使用者に対し労働契約制度、法規の遵守状況に対して監督検査

を行う。 

 

（労働者による検査の要求等） 

第７７条 労働者は、合法的な権益が侵された場合には、関連する部門に対し、法により

処理することを要求する権利を有し又は法により仲裁を申立、訴訟を提起する権利を有

する。 

 

（労働組合による労働者権益の維持・保護） 

第７８条 労働組合は、法により労働者の合法的な権益を維持・保護し、使用者に対し、

労働契約の履行及び集団契約の履行状況の監督を行う。使用者が労働法律、法規及び労

働契約、集団契約に違反した際に、労働組合は、意見を提出するか又は訂正を要求する

権利を有する。労働者が仲裁を申立し、訴訟を提起する場合には、労働組合は法に従い、

支持及び支援を行う。 

 

（労働契約法に違反するものへの告発） 

第７９条 いかなる組織及び個人も、本法に違反する行為に対し告発する権利を有する、

県級以上の人民政府労働行政部門はこれに対して、遅滞なく事実を究明、処理し、又告

発に功績あったものに褒賞を与えなければならない。 
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第七章 法律責任 

 

（使用者の法律責任 1） 

第８０条 労働者の切実な利益に直接かかわる使用者の規則制度が、法律規定に違反する場

合には、労働行政部門が警告を与え、是正するように命じる。これにより労働者に損害を

もたらした場合には、使用者は賠償責任を負わなければならない。 

 

（使用者の法律責任 2） 

第８１条 使用者が提供する労働契約文書に本法に規定する記載事項を明確に記載しない

場合又は労働者に対し労働契約書を交付しない場合には、労働行政部門は、是正するよう

に命じる。これにより労働者に損害をもたらした場合には、使用者は賠償責任を負わなけ

ればならない。 

 

（使用者の法律責任 3） 

第８２条 使用者は、勤務開始の日からから１ヶ月を超えて、１年未満のうちに、労働者

と書面による労働契約を締結しない場合には、労働者に月ごとに２倍の賃金を支払わな

ければならない。 

２ 使用者が、本法の定めに違反し、労働者と期間の定めのない労働契約を締結しない場

合には、期間の定めのない労働契約を締結しなければならない日から労働者に月ごとに

２倍の賃金を支払わなければならない。 

 

（使用者の法律責任 4） 

第８３条 使用者が、本法の定めに違反し、労働者と試用期間を約定した場合には、労働

行政部門は、是正するように命じる。違法に約定した試用期間を履行した場合には、使

用者は、試用期間が終了した後の月給を標準にして、法により、試用期間を超過する部

分で労働者に賠償金を支払う。 

 

（使用者の法律責任 5） 

第８４条 使用者が、本法の定めに違反し、労働者の身分証明書を差し押さえた場合には、

労働行政部門は、定められた期間中に返却するように命じ、かつ、法律に基づき、相応

する処罰を科する。 

２ 使用者が、本法の定めに違反し、担保の提供又はその他の名義で財貨を収受した場合

には、労働行政部門は、定められた期間中に返却するように命じ、かつ、労働者一人に

つき 500 元以上 2,000 元以下の標準で罰金を科する。労働者に損害を与える場合、賠償

責任を負わなければならない。これにより労働者に損害をもたらした場合には、使用者
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は賠償責任を負わなければならない。 

３ 労働者が、法により労働契約を解除または終了した場合において、使用者が労働者の

人事記録その他の物品を強制的に差し押さえた場合には、前項の規定に従い罰金を科す

る。 

 

(労働者の合法的権益の侵害) 

第８５条 使用者に以下に揚げる事由に一つでも該当がある場合には、労働行政部門は、

定められた期間中に労働者への労働報酬、残業手当又は経済補償の支払いを命じ、労働

報酬が当地の最低賃金標準を下回る場合、差額を支払うべきであり、期間を超過しても

支払わない場合には、使用者は支払うべき金額の 50％以上 100％以下の標準により賠償

金を追加して労働者に支払う。 

（一） 労働契約の約定又は国の規定に従い、支払期限日に労働者に全額の労働報酬を支

払わない場合 

（二） 当地の最低賃金基準を下回る賃金を労働者に支払う場合 

（三） 労働者に時間外労働を手配したにもかかわらず、時間外賃金を支払わない場合 

（四） 労働契約解除又は終了する場合において、本法の規定に従い労働者に対して経済

補償を支払わない場合 

 

（労働契約当事者の責任） 

第８６条 労働契約は本法第２６条の定めるように無効に確認され、これにより相手方に

損害をもたらした場合には、過失ある当事者は損害賠償責任を負わなければならない。 

 

（使用者の法律責任 6） 

第８７条 労働単位は、本法の定めに違反し、労働契約を解除又は終了した場合には、本

法第４７条に規定する経済補償標準の２倍で労働者に賠償金を支払わなければならない。 

 

（使用者等の法律責任） 

第８８条 使用者に以下に揚げる事由に一つでも該当がある場合には、法による行政処罰

を課する。犯罪を構成する場合には、責任者に対して法により刑事責任を追及する。労

働者に損害をもたらした場合には、賠償責任を負わなければならない。 

（一） 暴力、脅迫又は心身の自由を不法的手段でもって拘束し、労働を強要する場合 

（二） 使用者の規則に違反した指揮、危険作業の強制命令の執行で身体健康を脅かす状況

がある場合 

（三） 労働者を侮辱し、体罰を与え、殴打し又は違法に取り調べもしくは監禁する場合 

（四） 労働条件が劣悪であり又は環境汚染により、労働者の心身の健康に重大な損害を

もたらした場合 
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（使用者の法律責任 7） 

第８９条 使用者が、本法の定めに違反し、労働者に労働契約の解除又は収支の書面証明

を発行しなかった場合には、労働行政部門により、是正を命じる。これにより労働者に

損害をもたらした場合には、賠償責任を負わなければならない。 

 

（労働者の法律責任） 

第９０条 労働者が、本法の定めに違反し、労働契約の解除又は労働契約に約定した秘密

保持条項又は競業制限に違反し、これにより使用者に損害をもたらした場合には、賠償責

任を負わなければならない。 

 

（使用者の法律責任 8） 

第９１条 使用者が、他の使用者と労働契約を解除又は終了していない労働者を採用し、

これにより他の使用者に損害をもたらした場合には、連帯賠償責任を負わなければなら

ない。 

 

（労働力派遣単位の法律責任） 

第９２条 労務派遣機関が、本法の定めに違反した場合には、労働行政部門及びその他関

連する部門が是正を命じる。状況が重大である場合には、労働者一人につき 1,000 元以

上、5,000 元以下の標準により罰金を課し、また、工商行政管理部門が営業許可証を取消

す。派遣労働者に損害をもたらした場合には、労務派遣機関及び派遣先は連帯賠償責任

を負う。 

 

（適法な経営資格を有しない使用者への本法の適用） 

第９３条 適法な経営資格を有しない使用者の違法犯罪行為においても、法により法定責

任を追及する。労働者が既に労働を提供している場合には、当該使用者又は出資者は、

本法の規定に従い労働報酬、経済補償、賠償金を支払わなければならない。労働者に損

害を与える場合には、賠償責任を負わなければならない。 

 

（個人請負業者の連帯責任） 

第９４条 個人請負業者が本法の規定に違反し労働者を採用する事によって、労働者に損

害を与える場合には、業務を発注した組織及び個人請負業者が連帯して責任を負う。 
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（労働行政部門等の任務懈怠責任等） 

第９５条 労働行政部門及びその他関係主管部門並びにその業務人員がその職務を怠り、

その職責を履行せず又は違法に職権を行使することにより、労働者又は使用者に損害をも

たらした場合には、賠償責任を負わなければならない。直接責任を負う主管人員及びその

他直接責任者に対し、法により行政処分を科し、犯罪を構成する場合には、法により刑事

責任を追及する。 

 

 

第八章 附則 

 

（事業機関による招聘任用制度聘用制） 

第９６条 事業機関が、招聘任用制度を実行する労働者との契約の締結、履行、変更、解

除又は労働契約の終了する場合には、法律、行政法規又は国務院が別段の定めがあれば、

その定めによる、定めのない場合、本法の関連する規定に基づき執行する。 

 

（本法施行前より存在する労働契約） 

第９７条 本法を施行前に合法的に締結した労働契約であり、本法施行日において存続す

る労働契約は、引き続き履行する。本法第１４条第２項第３号が規定する期間の定めのあ

る労働契約の連続締結回数は、本法施行日より期間の定めのある労働契約を更新する時よ

り計算する。 

２ 本法を施行前に締結した労働契約であるが、なお書面のよる労働契約を締結していな

い場合、本法施工日より１ヶ月以内に書面により締結しなければならない。 

３ 本法施行日に継続する労働契約が、施行日後に解除又は終了になる場合、本法第４６

条の規定に従い、経済補償を支払わなければならない、経済補償算定の年数は本法施行日

より計算する。本法施行前の関連する規定に従い、使用者が労働者に経済補償を支払わな

ければならない場合は、当時の関連する規定に従い執行する。 

 

 

第９８条 本法は２００８年１月１日から施行する。 
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